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(57)【要約】
【課題】創作された知的財産の権利取得の可能性を容易
に判定できるとともに、新たな知的財産の創作を容易に
することができる、情報処理装置、情報処理装置制御方
法及び情報処理装置制御プログラムを提供する。
【解決手段】情報処理装置は、利用者が操作可能な利用
者端末から入力された知的財産に関する情報を利用者端
末から取得する情報取得部と、取得された情報に基づき
、知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定部と
、判定された可能性を利用者端末に提供する判定提供部
と、判定された可能性に基づき、取得された情報を補正
した補正情報を生成する補正情報生成部と、取得された
情報を利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情
報記録部と、記録された情報を閲覧可能に提供する情報
提供部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が操作可能な利用者端末から入力された知的財産に関する情報を前記利用者端末
から取得する情報取得部と、
　取得された前記情報に基づき、前記知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定部
と、
　判定された前記可能性を前記利用者端末に提供する判定提供部と、
　判定された前記可能性に基づき、取得された前記情報に対する補正情報を生成する補正
情報生成部と、
　取得された前記情報を前記利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情報記録部と
、
　記録された前記情報を閲覧可能に提供する情報提供部と
　を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記補正情報生成部は、取得された前記情報における構成要件の削除または追加を提案
する前記補正情報を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記補正情報生成部は、記録された前記情報にさらに基づき、前記補正情報を生成する
、請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報記録部は、前記情報が取得された日時を取得された前記情報と対応付けて記録
し、
　前記情報提供部は、前記日時と対応付けられた前記情報を提供する、請求項１から３の
いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報取得部は、閲覧可能に提供された前記情報に基づき前記利用者が創作した前記
情報を取得する、請求項１から４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記情報記録部は、取得された前記情報を分散型台帳技術を利用して記録する、請求項
１から５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　記録された前記情報の存在を証明する証明情報を提供する証明情報提供部をさらに備え
る、請求項１から６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　閲覧可能に提供された前記情報を認証する認証情報を取得する認証情報取得部をさらに
備え、
　前記情報記録部は、取得された前記認証情報を前記情報と対応付けて記録する、請求項
１から７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　複数の前記利用者領域に記録された前記情報を収集する情報収集部と、
　収集された前記情報に基づき、前記情報の動向を集計する動向集計部と
　をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記権利取得の審査結果を取得する審査結果取得部をさらに備え、
　前記判定部は、取得された前記審査結果を機械学習し、前記可能性を判定する、請求項
１から９のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記判定部は、生成された前記補正情報に基づき前記知的財産に係る権利取得の可能性
を再判定する、請求項１から１０のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
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　前記補正情報生成部は、複数の前記補正情報を生成し、
　前記判定部は、生成された複数の前記補正情報に基づき、それぞれの権利取得の可能性
を再判定する、請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　取得された前記情報に基づき、前記知的財産に係る権利の価値を評価する価値評価部を
さらに備える、請求項１から１２のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記補正情報生成部は、生成された前記補正情報における前記情報に対するシミュレー
ションを行う、請求項１から１３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　利用者が操作可能な利用者端末から入力された知的財産に関する情報を前記利用者端末
から取得する情報取得ステップと、
　取得された前記情報に基づき、前記知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定ス
テップと、
　判定された前記可能性を前記利用者端末に提供する判定提供ステップと、
　判定された前記可能性に基づき、取得された前記情報に対する補正情報を生成する補正
情報生成ステップと、
　取得された前記情報を前記利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情報記録ステ
ップと、
　記録された前記情報を閲覧可能に提供する情報提供ステップと
　を含む、情報処理方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　利用者が操作可能な利用者端末から入力された知的財産に関する情報を前記利用者端末
から取得する情報取得機能と、
　取得された前記情報に基づき、前記知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定機
能と、
　判定された前記可能性を前記利用者端末に提供する判定提供機能と、
　判定された前記可能性に基づき、取得された前記情報に対する補正情報を生成する補正
情報生成機能と、
　取得された前記情報を前記利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情報記録機能
と、
　記録された前記情報を閲覧可能に提供する情報提供機能と
　を実現させるための、情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、出願前の発明を評価する装置が開発されている。特許文献１には、知的財産に関
する情報を記憶し、出願前の出願書類についての評価、及び、作成の支援を行う、特許明
細書評価・作成作業支援装置が開示されている。特許文献１に記載の特許明細書評価・作
成作業支援装置は、拒絶理由通知書を含む公開特許公報に関する情報を格納し、該格納情
報に対して出願前の出願書類を類似検索することによって、予測される拒絶理由通知書の
記載を推定することが記載されている。
【０００３】
　また、研究開発において発明を創作した技術者（発明者）は、自ら創作した発明が特許
権等の知的財産に係る権利を取得できるか否かを確認するために、先行技術調査を行う場
合がある。先行技術調査は、例えば、従来技術を検索可能なデータベースにおいて、自ら
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創作した発明の特徴を示すキーワードを入力して類似した従来技術の有無を検索する。技
術者は、先行技術調査の結果から創作した発明について権利の取得の可能性を確認し、特
許出願の可否について検討することができる。技術者は日々の研究開発において複数の発
明を創作した場合、発明の創作の度に先行技術調査を行うことにより、それぞれの発明に
ついて権利の取得の可能性を確認することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２２４９８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、継続した研究開発等の事業においては関連した発明等の知的財産が複数創作さ
れ、新たな知的財産は、過去に創作した関連した知的財産に対する新たな創作部分の付加
または転換の補正により創作される場合がある。知的財産における権利取得の可能性を調
査する先行技術調査は、関連した知的財産において類似したものとなる。例えば、過去に
創作された知的財産に係る文書や先行技術調査の調査結果の文書を保存する場合、保存さ
れた文書を探すのに手間が掛かってしまう場合がある。この場合、新たに創作された知的
財産の権利の取得の可能性を過去に実施された先行技術調査を参照して判断したり、過去
に創作された知的財産を補正して新たな知的財産を創作したりすることが困難となる場合
があった。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、１つの実施形態において、創作された
知的財産の権利取得の可能性を容易に判定できるとともに、新たな知的財産の創作を容易
にすることができる、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを提供するこ
とを一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）上記の課題を解決するため、実施形態の情報処理装置は、利用者が操作可能な利
用者端末から入力された知的財産に関する情報を利用者端末から取得する情報取得部と、
取得された情報に基づき、知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定部と、判定さ
れた可能性を利用者端末に提供する判定提供部と、判定された可能性に基づき、取得され
た情報を補正した補正情報を生成する補正情報生成部と、取得された情報を利用者と対応
付けられた利用者領域に記録する情報記録部と、記録された情報を閲覧可能に提供する情
報提供部とを備える。
【０００８】
　（２）また、実施形態の情報処理装置において、補正情報生成部は、取得された情報に
おける構成要件の削除または追加を提案する補正情報を生成する。
【０００９】
　（３）また、実施形態の情報処理装置において、補正情報生成部は、記録された情報に
さらに基づき、補正情報を生成する。
【００１０】
　（４）また、実施形態の情報処理装置において、情報記録部は、情報が取得された日時
を取得された情報と対応付けて記録し、情報提供部は、日時と対応付けられた情報を提供
する。
【００１１】
　（５）また、実施形態の情報処理装置において、情報取得部は、閲覧可能に提供された
情報に基づき利用者が創作した情報を取得する。
【００１２】
　（６）また、実施形態の情報処理装置において、情報記録部は、取得された情報を分散
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型台帳技術を利用して記録する。
【００１３】
　（７）また、実施形態の情報処理装置において、記録された情報の存在を証明する証明
情報を提供する証明情報提供部をさらに備える。
【００１４】
　（８）また、実施形態の情報処理装置において、閲覧可能に提供された情報を認証する
認証情報を取得する認証情報取得部をさらに備え、情報記録部は、取得された認証情報を
情報と対応付けて記録する。
【００１５】
　（９）また、実施形態の情報処理装置において、複数の利用者領域に記録された情報を
収集する情報収集部と、収集された情報に基づき、情報の動向を集計する動向集計部とを
さらに備える。
【００１６】
　（１０）また、実施形態の情報処理装置において、権利取得の審査結果を取得する審査
結果取得部をさらに備え、判定部は、取得された審査結果を機械学習し、可能性を判定す
る。
【００１７】
　（１１）また、実施形態の情報処理装置において、判定部は、生成された補正情報に基
づき知的財産に係る権利取得の可能性を再判定する。
【００１８】
　（１２）また、実施形態の情報処理装置において、補正情報生成部は、複数の補正情報
を生成し、判定部は、生成された複数の補正情報に基づき、それぞれの権利取得の可能性
を再判定する。
【００１９】
　（１３）また、実施形態の情報処理装置において、取得された情報に基づき、知的財産
に係る権利の価値を評価する価値評価部をさらに備える。
【００２０】
　（１４）また、実施形態の情報処理装置において、補正情報生成部は、生成された補正
情報における情報に対するシミュレーションを行う。
【００２１】
　（１５）上記の課題を解決するため、実施形態の情報処理方法は、利用者が操作可能な
利用者端末から入力された知的財産に関する情報を利用者端末から取得する情報取得ステ
ップと、取得された情報に基づき、知的財産に係る権利取得の可能性を判定する判定ステ
ップと、判定された可能性を利用者端末に提供する判定提供ステップと、判定された可能
性に基づき、取得された情報を補正した補正情報を生成する補正情報生成ステップと、取
得された情報を利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情報記録ステップと、記録
された情報を閲覧可能に提供する情報提供ステップとを含む。
【００２２】
　（１６）上記の課題を解決するため、実施形態の情報処理プログラムは、コンピュータ
に、利用者が操作可能な利用者端末から入力された知的財産に関する情報を利用者端末か
ら取得する情報取得機能と、取得された情報に基づき、知的財産に係る権利取得の可能性
を判定する判定機能と、判定された可能性を利用者端末に提供する判定提供機能と、判定
された可能性に基づき、取得された情報を補正した補正情報を生成する補正情報生成機能
と、取得された情報を利用者と対応付けられた利用者領域に記録する情報記録機能と、記
録された情報を閲覧可能に提供する情報提供機能とを実現させる。
【発明の効果】
【００２３】
　一つの実施形態によれば、創作された知的財産の権利取得の可能性を容易に判定できる
とともに、新たな知的財産の創作を容易にすることができる、情報処理装置、情報処理方
法及び情報処理プログラムを提供することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施形態における情報処理装置のソフトウェア構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２】実施形態における情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図３】実施形態における情報処理プログラムの第１の動作例を示すフローチャートであ
る。
【図４】実施形態における情報処理プログラムの第２の動作例を示すフローチャートであ
る。
【図５】実施形態における情報処理プログラムの第３の動作例を示すフローチャートであ
る。
【図６】実施形態における情報処理プログラムの第４の動作例を示すフローチャートであ
る。
【図７】実施形態における情報処理装置から提供される情報の一例を示す図である。
【図８】実施形態における情報処理装置を用いたシステム構成の一例を示す図である。
【図９】実施形態における情報処理装置から提供されるＵＩの一例を示す図である。
【図１０】実施形態における情報処理装置から提供されるＵＩの一例を示す図である。
【図１１】実施形態における情報処理装置から提供されるＵＩの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して本発明の一実施形態における情報処理装置、情報処理方法及び情
報処理プログラムについて詳細に説明する。
【００２６】
　先ず、図１を用いて、情報処理装置のソフトウェア構成を説明する。図１は、実施形態
における情報処理装置のソフトウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００２７】
　図１において、情報処理装置１は、情報取得部１０１、判定部１０２、判定提供部１０
３、情報記録部１０４、情報提供部１０５、認証情報取得部１０６、証明情報提供部１０
７、情報収集部１０８、動向集計部１０９、審査結果取得部１１０、補正情報生成部１１
１および価値評価部１１２の各機能部を有する。本実施形態における情報処理装置１の上
記各機能部は、情報処理装置１を制御する情報処理プログラム（ソフトウェア）によって
実現される機能モジュールであるものとして説明する。情報処理プログラムは、情報処理
装置１で動作する。すなわち、情報処理装置１は、情報処理プログラムが動作する装置を
いう。情報処理装置１は、例えば、サーバ装置またはデスクトップＰＣ等の汎用装置であ
る。
【００２８】
　情報取得部１０１は、利用者端末２から入力された知的財産に関する情報を取得する。
利用者端末２は、利用者が操作可能な端末装置であって、例えば、デスクトップＰＣ、ノ
ートＰＣ、タブレットＰＣまたはスマートフォン等である。知的財産とは、人間の知的活
動によって生み出されたアイデアや創作物等である。知的財産は、例えば、発明、考案、
意匠、商標、著作物、回路配置または植物の新品種である。また、知的財産は、例えば、
知的財産の内容を説明するための文書、知的財産の内容を説明するための図、表、グラフ
、スケッチもしくは写真（図等）、または図等を説明する文書等であってもよい。本実施
形態における知的財産に関する情報とは、上述した知的財産に係る権利取得の可能性を判
定するための情報である。知的財産に係る権利とは、例えば、特許権、実用新案権、意匠
権、商標権、著作権、回路配置利用権または育成者権等である。知的財産に係る権利取得
の可能性を判定するための情報とは、知的財産権の法的な取得要件を満たしているか否か
を判定するための情報であり、例えば、特許要件、実用新案、意匠もしくは商標の登録要
件等を満たしているか否かを判定するための情報である。例えば、知的財産が発明である
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場合、権利取得の可能性を判定するための情報は、発明の内容を示す文章（特許請求の範
囲の記載、発明の課題または発明の目的等）または図面等の情報である。また、知的財産
が意匠である場合、権利取得の可能性を判定するための情報は、形状、模様若しくは色彩
又はこれらの結合に係る図面等の情報である。また、知的財産が商標である場合、権利取
得の可能性を判定するための情報は、商品またはサービスの識別標識である。情報取得部
１０１は、利用者端末２から入力されたこれら知的財産に関する情報を、利用者端末２か
ら取得する。
【００２９】
　なお、知的財産に関する情報には、権利取得の可能性を判定するための情報以外の情報
を含んでいてもよい。権利取得の可能性を判定するための情報以外の情報とは、例えば、
発明や意匠を創作するまでの過程を記録した情報、実験のために準備した材料もしくは装
置、実験結果、研究開発の表題、研究開発の目的、技術者の氏名、技術者の所属名、プロ
ジェクト番号等の付随的な情報である。付随的な情報には、取得された知的財産に関する
情報に対するアクセス権限の情報を含んでいてもよい。アクセス権限とは、情報に対する
閲覧、編集、削除、認証処理等の処理を実行できる権限であり、例えば、知的財産に関す
る情報を記録した技術者に対しては、全ての処理を実行できるアクセス権限を付与し、知
的財産の創作に共同した技術者には、閲覧の処理を実行できるアクセス権限を付与し、ま
たは、知的財産に関する情報を認証する認証者（後述）には認証処理を実行できるアクセ
ス権限を付与する。情報取得部１０１は、知的財産に関する情報として、これらの付随的
な情報を取得するようにしてもよい。
【００３０】
　また、以下の説明においては、知的財産が発明である場合を例示するが、知的財産は発
明に限定されるものではない。すなわち、知的財産の創作には、商標における識別標識の
選択等を含んでいてもよい。
【００３１】
　判定部１０２は、情報取得部１０１において取得された情報に基づき、知的財産に係る
権利取得の可能性を判定する。判定部１０２は、例えば、特許権取得の可能性を判定する
。特許権取得の可能性の判定は、例えば、情報取得部１０１において取得された文章から
特定された発明が特許要件を満たしているか否かを判定する。特許要件とは、例えば、新
規性または進歩性（新規性等）である。新規性等は、発明が引用発明との対比において新
規性等を有しているか否かで判定することができる。判定部１０２は、例えば以下に説明
する、取得された発明の認定処理および引用発明の検索と判定処理において権利取得の可
能性を判定する。
【００３２】
　＜取得された発明の認定処理＞
　判定部１０２は、例えば、情報取得部１０１において取得された発明の内容を示す文章
に含まれる単語、構文、または引用関係等を解析して文章の意味を抽出することにより、
発明を認定する処理を実行できる。文章の意味の抽出は、例えば、文章を名詞、助詞等の
品詞（単語）に分解した上で、文章の構成を解析することにより実行することができる。
文章の構成の解析は、例えば、単語によって構成される文節および文節同士の係り受けを
解析することにより実行することができる。
【００３３】
　＜引用発明の検索と判定処理＞
　判定部１０２は、認定した発明と類似する引用発明を検索し、類似した発明の有無によ
って権利取得の可能性を判定する処理を実行できる。発明が類似するか否かの判断は、例
えば、認定された発明の意味（含意）を認識し、含意が類似した引用発明が検索できたか
否かで判断することができる。ここで、引用発明は、公開されている特許文献または非特
許文献である。特許文献は、例えば、各国特許庁により公開されている特許公報等の文献
を利用することができる。また、非特許文献は、学術雑誌、新聞、またはＷｅｂサイト等
に掲載された文献を利用することができる。特許文献または非特許文献は、例えば図示し
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ない専用のデータベースに保存しておき、判定部１０２から検索可能にしておくことがで
きる。発明の意味の類似は、例えば、認定された発明に含まれる単語の中からキーワード
を抽出し、同義語、類義語または派生語（同義語等）を記録した図示しないデータベース
からキーワードに対する同義語等を検索した上で、同義語等によって構成される文章の意
味内容が類似しているか否かで判断することができる。判定部１０２は、文章の類似の度
合いを類似度として算出してもよい。判定部１０２は、算出した文章の類似度が小さい場
合、権利取得の可能性が高いと判定してもよい。一方、判定部１０２は、算出した文章の
類似度が大きい場合、権利取得の可能性が低いと判定してもよい。判定部１０２は、権利
取得の可能性の高低に応じて、例えば、「Ｓランク（可能性が極めて高い）」、「Ａラン
ク（可能性が高い）」、「Ｂランク（可能性あり）」、および「Ｃランク（可能性が低い
）」等、ランクによる判定をしてもよい。
【００３４】
　判定部１０２は、各国の特許庁において過去に審査された権利取得の審査結果に基づき
、権利取得の可能性を判定することができる。権利取得の審査結果とは、出願に係る発明
、引用された引用文献、およびその両者の対比における審査結果（引用文献に基づき拒絶
されたか否か）である。判定部１０２は、出願に係る発明と引用された引用文献の文章の
類似度を算出し、算出した類似度と審査結果との対比を学習して、権利取得の可能を判定
してもよい。判定部１０２は、算出した類似度と過去の審査結果との対比を学習すること
により、過去の特許庁における判断を判定基準とすることができるので、権利取得の可能
性についての判定精度を向上させることができる。審査結果取得部１１０は、権利取得の
審査結果を取得する。審査結果は、例えば、各国の特許庁が公開している審査情報から取
得することができる。判定部１０２は、審査結果取得部１１０において取得された審査結
果に基づき、権利取得の可能を判定してもよい。
【００３５】
　判定提供部１０３は、判定部１０２において判定された権利取得の可能性を利用者端末
２に提供する。判定提供部１０３は、例えば、判定部１０２においてＳ、Ａ、ＢおよびＣ
のランクで判定された権利取得の可能性に応じて、Ｓ～Ｃの文字を表示する表示データを
利用者端末２に提供する。また、判定提供部１０３は、権利取得の可能性に応じたキャラ
クター情報を利用者端末２に提供してもよい。キャラクター情報とは、小説、漫画、映画
、アニメ、またはコンピュータゲーム等に登場する人物または動物等をコンピュータ利用
可能なデジタルデータとして表現したものをいう。キャラクター情報には、キャラクター
の喜怒哀楽を含んでいてもよい。例えば、判定提供部１０３は、権利取得の可能性がＳラ
ンクのときに喜ぶ表情のキャラクターの表示データを利用者端末２に提供してもよい。
【００３６】
　情報記録部１０４は、情報取得部１０１において取得された知的財産に関する情報を利
用者と対応付けられた利用者領域に記録する。利用者と対応付けられた利用者領域とは、
それぞれの利用者が個別に利用できる記録領域である。利用者領域は、例えば、利用者が
ログイン等の利用者認証を行うことにより利用できる領域である。利用者は、それぞれの
利用者領域に知的財産に関する情報を記録し、または記録した知的財産に関する情報を閲
覧し、編集し、もしくは削除することができる。情報記録部１０４は、判定部１０２にお
いて判定された判定結果を知的財産に関する情報として記録してもよい。
【００３７】
　情報記録部１０４は、知的財産に関する情報が取得された日時（取得日時）を、取得さ
れた知的財産に関する情報と対応付けて記録する。日時は、例えば、情報処理装置１の図
示しないＲＴＣ（Ｒｅａｌ－Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）から時刻情報を取得する。情報記録
部１０４は、知的財産に関する情報と取得日時を改竄できないように記録してもよい。例
えば、情報記録部１０４は、取得された知的財産に関する情報を分散型台帳技術を利用し
て記録してもよい。分散型台帳技術（ＤＬＴ：Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｌｅｄｇｅｒ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）とは、帳簿の管理を特定の主体に委ねる「集中型」の仕組みに代
わり、各参加者がインターネット上などで基本的に同じ帳簿を共有する「分散型」の仕組
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みによって、情報の記録を可能とする技術である。分散型台帳技術を利用して記録するこ
とにより、記録された知的財産に関する情報の改竄を困難にすることができる。情報記録
部１０４は、取得日時を知的財産に関する情報とともに分散型台帳技術を利用して記録す
ることにより、取得日時についても改竄を困難にすることができる。なお、分散型台帳技
術は、例えば、ブロックチェーン技術によって実施することができる。
【００３８】
　情報提供部１０５は、情報記録部１０４において記録された知的財産に関する情報（判
定部１０２において判定された判定結果を含めることができる）を閲覧可能に提供する。
情報提供部１０５は、知的財産に関する情報を、例えば、利用者端末２において閲覧可能
な表示データとして提供する。知的財産に関する情報を閲覧可能に提供することにより、
利用者は、過去に記録した発明内容、発明創作までの過程、権利取得の可能性の判定結果
等を閲覧することができる。情報提供部１０５は、利用者に対応付けられて記録された知
的財産に関する情報が複数である場合、複数の知的財産に関する情報を提供してもよい。
また、情報提供部１０５は、例えば、同じ研究プロジェクトのメンバー、同じ部署のメン
バー、または同じ会社のメンバーに限定して情報を閲覧可能に提供してもよい。
【００３９】
　技術者は、過去に創作された知的財産に基づき、新たな知的財産を創作できる場合があ
る。例えば、権利取得の可能性が低い発明に対して何らかの構成を付加した発明、または
、いずれかの構成を別の構成に転換した発明等は、権利取得の可能性が高くなる場合があ
る。利用者は、閲覧した過去に創作した（または他の技術者において創作された）権利取
得の可能性が低い発明に対して付加する新たな構成を検討したり、過去に創作した発明の
構成を別の発明に適用することを検討したりすることにより、新たな発明の創作が検討可
能になる。情報提供部１０５は、記録された知的財産に関する情報を、例えば、編集可能
に提供したり、過去の知的財産と対比して新たな知的財産を入力可能に提供したりするこ
とにより、利用者に対して知的財産の創作の契機または動機付けを提供することが可能と
なる。情報取得部１０１は、閲覧可能に提供された知的財産に関する情報（基礎となる知
的財産に関する情報）に基づき利用者が新たに創作した知的財産に関する情報を取得する
ことができる。情報取得部１０１において取得された新たに創作された知的財産に関する
情報は、判定部１０２において権利取得の可能性を判定することができる。したがって、
利用者は、基礎となる知的財産に関する情報に対する権利取得の可能性と、新たに創作さ
れた知的財産に関する情報に対する権利取得の可能性とを容易に比較することが可能とな
る。情報処理装置１は、知的財産に関する情報の取得、記録および提供、新たな知的財産
の創作、ならびに、新たな知的財産に関する情報の取得のサイクルを提供することが可能
となる。このサイクルを利用することにより、利用者は、権利取得の可能性の高い知的財
産を創作することが可能となる。
【００４０】
　また、情報提供部１０５は、知的財産に関する情報と取得日時の情報を併せて提供して
もよい。例えば、情報記録部１０４に複数の知的財産に関する情報が記録されている場合
、情報提供部１０５は、記録されている知的財産に関する情報を時系列でソートした情報
を閲覧可能としてもよい。利用者は、時系列でソートされた知的財産に関する情報を閲覧
することにより、自らの研究成果または開発過程等を時系列で確認することが可能となる
。
【００４１】
　なお、利用者領域に記録された知的財産に関する情報は、他の利用者と共有できるよう
にしてもよい。例えば、知的財産に関する情報が、複数の発明者によって創作された発明
である場合、利用者は、複数の利用者（発明者）が利用可能なように情報記録部１０４に
発明内容を記録する。情報提供部１０５は、複数の利用者に対して知的財産に関する情報
を提供ことにより、情報の共有を図ることができる。特に共同研究等において複数の技術
者が研究開発に携わる場合、知的財産に関する情報を共有することにより、発明の真の創
作者を複数の技術者間において明らかにすることが可能となる。
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【００４２】
　また、情報提供部１０５は、認証者が有する端末装置（利用者端末２と同じでもよい）
に対して知的財産に関する情報を閲覧可能に提供してもよい。認証者とは、情報記録部１
０４に記録された知的財産に関する情報の存在を認証する者である。認証者は、情報記録
部１０４に記録された知的財産に関する情報を閲覧するとともに、閲覧した知的財産に関
する情報が確かに利用者によって創作されたものであることを認証する認証処理を行う。
知的財産に関する情報に対する認証処理は、例えば、認証者が知的財産に関する情報の閲
覧画面の所定の欄を操作することにより知的財産に関する情報に対して電子的な証明書（
サイン）を付加することにより行うことができる。知的財産に関する情報に対して行われ
た認証結果は認証情報として、情報処理装置１に提供される。すなわち、認証情報とは、
認証者に対して閲覧可能に提供された知的財産に関する情報が認証済みであることを示す
情報である。
【００４３】
　認証情報取得部１０６は、認証情報を取得する。例えば、認証者が利用者端末２におい
て知的財産に関する情報を認証した場合、認証情報取得部１０６は、利用者端末２から認
証情報を取得する。取得された認証情報は、認証された知的財産に関する情報と対応づけ
て情報記録部１０４に記録される。なお、情報記録部１０４は、認証された知的財産に関
する情報を編集（改竄）できないように記録してもよい。例えば、情報記録部１０４は、
認証情報が取得された後に知的財産に関する情報を分散型台帳技術を利用して記録するこ
とにより、認証後の知的財産に関する情報を改竄できないように記録することができる。
【００４４】
　証明情報提供部１０７は、情報記録部１０４において記録された知的財産に関する情報
の存在を証明する証明情報を提供する。証明情報とは、知的財産に関する情報が認証者に
よって認証されていることを証明する情報であり、知的財産に関する情報が確かに利用者
によって創作されたものであることを証明する情報である。証明情報には、例えば、知的
財産に関する情報のハッシュ値を公的に認定されたタイムスタンプ局に送り、協定世界時
を付して送り返されたタイムスタンプを用いてもよい。タイムスタンプを用いることによ
り、証明情報は知的財産に関する情報の存在時刻と情報の完全性を証明することが可能と
なる。
【００４５】
　＜ラボノートとしての利用＞
　情報処理装置１は、所謂ラボノート（実験ノート）として利用することができる。ラボ
ノートとは、研究過程を記録するためのノートをいう。ラボノートは、研究内容と記載日
時を明記し、研究の進捗を証明するサインを認証者に記入してもらうことで、発明がいつ
行われたかを明確にすることができる。ラボノートは、特に米国において、先発明を証明
するために利用される場合がある。上述のように、情報処理装置１は、知的財産に関する
情報を取得して記録するとともに、知的財産に関する情報が取得された日時を記録するこ
とができる。知的財産に関する情報には、上述のように、研究開発の表題、研究開発の目
的、技術者の氏名、技術者の所属名、プロジェクト番号等の付随的な情報を含ませること
により、情報処理装置１は、ラボノートとしての要件を満たした利用が可能となる。証明
情報提供部１０７は、ラボノートと同様に、知的財産に関する情報の存在時刻と情報の完
全性を証明する情報を提供することが可能となる。
【００４６】
　＜収集された情報の集計＞
　情報収集部１０８は、複数の利用者領域に記録された知的財産に関する情報を収集する
。複数の利用者領域に記録された知的財産に関する情報とは、複数の利用者によって創作
された知的財産に関する情報である。複数の利用者は、様々な技術開発を行い、それに応
じて様々な知的財産を創作する。情報収集部１０８は、複数の利用者が創作した様々な知
的財産に関する情報を収集する。
【００４７】
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　動向集計部１０９は、情報収集部１０８において収集された知的財産に関する情報に基
づき、知的財産に関する情報の動向を集計する。知的財産に関する情報の動向（トレンド
）とは、例えば、産業界において研究開発が盛んに行われている技術を示す情報である。
動向集計部１０９は、知的財産に関する情報の動向を集計することにより、利用者におけ
る技術開発の動向を収集することが可能となる。例えば、動向集計部１０９は、情報収集
部１０８において収集された知的財産に関する情報から、動向を示すキーワードを抽出し
て集計する。キーワードの集計は、例えば判定部１０２において説明した、同義語等を記
録したデータベースを用いて、同義語等ごとに件数を計数するものであってもよい。また
、動向集計部１０９は、抽出したキーワードから国際特許分類等の分類を推定して、分類
毎の件数を集計するようにしてもよい。
【００４８】
　なお、それぞれの利用者によって記録される知的財産に関する情報は、機密性が高い情
報であるため、情報収集部１０８および動向集計部１０９は、例えば、ＩＳＭＳ（Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）の要求事
項（ＩＳＯ／ＩＥＣ　２７００１）に合致した運用に適用可能な仕様とすることができる
。すなわち、情報収集部１０８および動向集計部１０９は、情報の機密性、完全性および
可用性に関する要求に合致するように設定を行えるものとする。例えば、情報収集部１０
８において収集し、動向集計部１０９において集計する知的財産に関する情報の範囲をＩ
ＳＭＳで規定された範囲に限定するように設定するようにしてもよい。また、情報収集部
１０８は、知的財産に関する情報におけるキーワードや分類の情報（例えば、国際特許分
類）のみを収集するようにしてもよい。
【００４９】
　＜審査結果の機械学習＞
　審査結果取得部１１０は、権利取得の審査結果を取得する。権利取得の審査結果とは、
特許庁において行われた知的財産の審査の結果であり、審査対象の出願書類、拒絶理由通
知、引用文献、補正書、意見書、および査定等の情報を含む。審査結果取得部１１０は、
例えば、各国の特許庁が公開する公報および審査経過から審査結果を取得することができ
る。
【００５０】
　判定部１０２は、審査結果取得部１１０において取得された審査結果を機械学習し、権
利取得の可能性を判定してもよい。例えば、判定部１０２は、出願に係る発明と引用され
た引用文献を入力、審査結果を出力とした、入力と出力をデータセットとする機械学習（
教師あり学習）を行い、学習したデータセットをモデリングすることにより、権利取得の
可能性を判定することができる。データセットは、例えば、国、適用法（法改正を含む）
、発明の分野等によってそれぞれ異なるモデルとしてモデリングすることができる。判定
部１０２は、それぞれのモデリングにおいて学習された学習結果を用いることにより、権
利取得の可能性についての判定精度を向上させることができる。また、判定部１０２は、
審査結果取得部１１０において取得された新たな審査結果を機械学習していくことにより
、特許庁における審査の傾向に変化があった場合においても、その傾向の変化に対応して
権利取得の可能性についての判定することができる。なお、機械学習としては、教師あり
の学習技法を用いても教師なしの学習技法を用いてもよい。機械学習の学習技法としては
、例えば、ニューラルネットワーク（ディープラーニングを含む）、サポートベクターマ
シン、クラスタリング、またはベイジアンネットワーク等を用いてもよい。
【００５１】
　補正情報生成部１１１は、判定部１０２において判定された権利取得の可能性に基づき
、情報取得部１０１において取得された知的財産に関する情報を補正した補正情報を生成
する。本実施形態における補正情報とは、知的財産に関する情報の補正、知的財産に関す
る情報の共同創作、または知的財産に関する情報の単独創作の少なくともいずれか一つを
含む。以下の補正情報生成部１１１の説明においては、知的財産が発明である場合を例示
する。なお、補正情報の生成はＡＩ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
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）によって行うことができる。
【００５２】
　＜発明の補正＞
　補正情報生成部１１１は、例えば、発明に対して構成要件の付加または削除等をした補
正情報を生成する。一般的に、発明の構成要件を付加する補正は、権利範囲を限定するこ
とになるが、権利取得の可能性を高くすることができる。すなわち、補正情報生成部１１
１は、発明の構成要件を付加することにより、権利の取得の可能性を高める補正情報を生
成することができる。例えば、判定部１０２において権利取得の可能性が低いと判定され
た場合、補正情報生成部１１１は、知的財産に関する情報の補正によって権利の取得可能
性が高くなる補正情報の生成を検討する。補正情報生成部１１１は、例えば、機械学習に
おいて学習した、過去の審査において権利の取得の可能性を向上させた構成要件（文言ま
たは文章）を発明の構成要件に付加することにより過去の審査を踏まえて権利取得の可能
性を向上させた補正情報を生成することができる。
【００５３】
　一方、判定部１０２において権利取得の可能性が高いと判定された場合、補正情報生成
部１１１は、知的財産に関する情報の補正において、権利の取得可能性が低くなる補正情
報の生成を検討してもよい。発明の構成要件を削除する補正は、権利取得の可能性を低く
することになるが、発明の権利範囲を広げることができる。補正情報生成部１１１は、発
明の構成要件を削除することにより、権利範囲を広げる補正情報を生成することができる
。補正情報生成部１１１は、権利の取得の可能性に影響の少ない構成要件を削除する補正
情報を生成することにより、権利の取得の可能性を維持しつつ発明の権利範囲を広げるこ
とが可能となる。
【００５４】
　また、補正情報生成部１１１は、情報記録部１０４に記録された知的財産に関する情報
にさらに基づき、補正情報を生成してもよい。補正情報生成部１１１は、情報記録部１０
４に記録された技術者が過去に創作した知的財産を参照することにより技術者の知識を利
用することができるので、技術者が自ら作成する補正情報と類似した補正情報を技術者に
代わって生成できる場合がある。補正情報生成部１１１は、他の技術者（例えば、同じ会
社の技術者）によって情報記録部１０４に記録された知的財産に関する情報に基づき、補
正情報を生成してもよい。
【００５５】
　＜発明の共同創作＞
　また、補正情報生成部１１１は、技術者との発明の共同創作をする補正情報を生成して
もよい。発明の補正が情報取得部１０１において取得された発明の内容を示す文章に対す
る構成要件の付加等であるのに対して、発明の共同創作とは、構成要件の付加等の度合い
が進み、発明の創作にまで至ったものである。発明の補正と発明の創作に明確な区分はな
い。しかし、ＡＩは、技術者の考えが及ばない範囲で発明の構成要件の付加等を提案する
場合がある。このような場合の動作は、発明の補正というより、発明の創作に近いという
ことができる。例えば、補正情報生成部１１１は、動向集計部１０９において集計された
技術のトレンドに基づき、技術者の技術分野と異なる技術分野においてトレンドとなって
いる技術に基づき補正情報を生成してもよい。生成する補正情報の範囲を広げることによ
り、補正情報生成部１１１は、人とＡＩによる発明の共同創作を可能にする。
【００５６】
　＜発明の単独創作＞
　また、補正情報生成部１１１は、発明を単独創作をする補正情報を生成するものであっ
てもよい。発明の単独創作とは、補正のベースとなる発明の構成要件を含まない情報から
の発明の創作をいう。例えば、補正情報生成部１１１は、発明の目的または発明の課題を
示す文章からそれを解決するための達成手段（発明）を創作してもよい。例えば、補正情
報生成部１１１は、特許公報または技術論文等から収集された情報や情報記録部１０４に
記録された情報における達成手段を機械学習することにより、発明の目的等からその達成
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手段を単独に創作してもよい。
【００５７】
　なお、ＡＩで創作された発明には、実施が困難または不可能等の不具合を有する発明が
含まれる場合がある。補正情報生成部１１１は、創作された発明に対してシミュレーショ
ン技術を適用することにより、発明の不具合を検出して創作対象から排除するようにして
もよい。シミュレーション技術には、例えば、ＣＡＤ等によりモデリングされたモデルに
対する流体解析の技術、薬剤の生成をシミュレートする技術、実施に掛かるコストもしく
は時間を算出する技術、または科学的な矛盾を検出する技術等を用いることができる。
【００５８】
　なお、知的財産に関する情報の補正は、意匠登録出願や商標登録出願の分割であっても
よい。補正情報生成部１１１は、例えば、判定部１０２において機械学習された、利用者
が創作した発明と同じ技術分野において特許査定を得やすい構成要件を付加する補正情報
を生成する。また、補正情報生成部１１１は、利用者が創作した発明と同じ技術分野にお
いて利用者が過去に創作した発明の構成要件を付加する補正情報を生成してもよい。すな
わち、補正情報生成部１１１は、利用者に代わって新たな発明を創作することもできる。
判定部１０２は、補正情報生成部１１１において生成された補正情報に基づき、知的財産
に係る権利取得の可能性を再判定してもよい。知的財産に係る権利取得の可能性を再判定
することにより、補正情報生成部１１１において生成された補正情報を利用した権利取得
の可能性を向上させることができる。
【００５９】
　さらに、補正情報生成部１１１は、複数の補正情報を生成し、判定部１０２は、補正情
報生成部１１１において生成された複数の補正情報に基づき、それぞれの権利取得の可能
性を再判定してもよい。生成された複数の知的財産に係る権利取得の可能性を再判定する
ことにより、生成された複数の補正情報の中から権利取得の可能性の高いものを選択する
ことが可能になる。例えば、補正情報生成部１１１は、複数の補正情報の中から再判定の
結果において権利取得の可能性が高い順に補正情報をソートして利用者に提言できるよう
にしてもよい。
【００６０】
　価値評価部１１２は、情報取得部１０１において取得された知的財産に関する情報に基
づき、知的財産に係る権利の価値を評価する。知的財産に係る権利の価値は、例えば、コ
ストアプローチ、マーケットアプローチ、またはインカムアプローチによって算出するこ
とができる。
【００６１】
　＜コストアプローチによる権利の価値の算出＞
　コストアプローチとは、評価対象の権利を取得するために要するコストを算出する方法
である。権利の取得には、例えば、発明を創出するまでの人的、物的および金銭的なコス
ト、出願に係るコスト、中間処理に係るコスト、および登録に係るコスト等が必要となる
。価値評価部１１２は、例えば、判定部１０２において判定された権利取得の可能性、ま
たは情報記録部１０４において記録された実験記録等からこれらのコストを算出して積算
することによりコストアプローチによる権利の価値の算出をすることができる。
【００６２】
　＜マーケットアプローチによる権利の価値の算出＞
　マーケットアプローチとは、比較対象となる他の知的財産を基準として知的財産の価値
を算出する方法である。比較対象となる他の知的財産とは、例えば、価値を算出したい知
的財産と類似している知的財産である。類似している知的財産とは、例えば、産業上の利
用分野、効果、または利用する商品もしくは役務等が類似している知的財産である。マー
ケットアプローチにおいては、買い手と売り手における評価を類似した知的財産を基準と
して算出する。価値評価部１１２は、例えば、類似した知的財産が利用された商品等の売
り上げ、類似した知的財産のライセンス収入、または類似した知的財産権の売却価格から
評価対象の知的財産の価値を算出する。
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【００６３】
　＜インカムアプローチによる権利の価値の算出＞
　インカムアプローチとは、知的財産が将来生み出す利益に基づき価値を算出する方法で
ある。コストアプローチとマーケットアプローチは過去の実績に応じて価値を算出するも
のであるのに対して、インカムアプローチは、将来のキャッシュフローを予測して価値を
算出する。将来のキャッシュフローは、例えば、将来的な商品等の売り上げ等の事業の実
施規模や事業の実施に伴うコストの大きさに起因する。価値評価部１１２は、例えば、知
的財産を利用した商品等の売り上げや必要なコストを予測することにより知的財産の価値
を算出する。
【００６４】
　なお、情報処理装置１が有する、情報取得部１０１、判定部１０２、判定提供部１０３
、情報記録部１０４、情報提供部１０５、認証情報取得部１０６、証明情報提供部１０７
、情報収集部１０８、動向集計部１０９、審査結果取得部１１０、補正情報生成部１１１
および価値評価部１１２の各機能部は、情報処理装置１の機能の一例を示したものであり
、情報処理装置１が有する機能を限定したものではない。例えば、情報処理装置１は、上
記全ての機能を有している必要はなく、一部の機能を有するものであってもよい。また、
情報処理装置１は、上記以外の他の機能を有していてもよい。例えば、情報処理装置１は
、機能の設定を行うための入力機能や、装置の稼働状態をＬＥＤランプ等により報知する
出力機能を有していてもよい。
【００６５】
　また情報処理装置１が有する上記各機能部は、上述の通り、ソフトウェアによって実現
されるものとして説明した。しかし、情報処理装置１が有する上記機能部の中で少なくと
も１つ以上の機能部は、ハードウェアによって実現されるものであっても良い。
【００６６】
　また、情報処理装置１が有する上記何れかの機能部は、１つの機能部を複数の機能部に
分割して実施してもよい。また、情報処理装置１が有する上記何れか２つ以上の機能部を
１つの機能に集約して実施してもよい。すなわち、図１は、情報処理装置１が有する機能
を機能ブロックで表現したものであり、例えば、各機能部がそれぞれ別個のプログラムフ
ァイル等で構成されていることを示すものではない。
【００６７】
　また、情報処理装置１は、１つの筐体によって実現される装置であっても、ネットワー
ク等を介して接続された複数の装置から実現されるシステムであってもよい。例えば、情
報処理装置１は、その機能の一部または全部をクラウドコンピューティングシステムによ
って提供されるクラウドサービス等、仮想的な装置によって実現するものであってもよい
。すなわち、情報処理装置１は、上記各機能部のうち、少なくとも１以上の機能部を他の
装置において実現するようにしてもよい。また、情報処理装置１は、サーバ装置等の汎用
的なコンピュータであってもよく、機能が限定された専用の装置であってもよい。
【００６８】
　次に、図２を用いて、情報処理装置１のハードウェア構成を説明する。図２は、実施形
態における情報処理装置１のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
【００６９】
　情報処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１
、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎ
ｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３、タッチパネル１４および通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
１５を有する。情報処理装置１は、図１で説明した情報処理プログラムを実行する装置で
ある。
【００７０】
　ＣＰＵ１１は、ＲＡＭ１２またはＲＯＭ１３に記憶された情報処理プログラムを実行す
ることにより、情報処理装置１の制御を行う。情報処理プログラムは、例えば、情報処理
プログラムを記録した記録媒体、又はネットワークを介したプログラム配信サーバ等から
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取得されて、ＲＯＭ１３にインストールされ、ＣＰＵ１１から読出されて実行される。
【００７１】
　タッチパネル１４は、操作入力機能と表示機能（操作表示機能）を有する。タッチパネ
ル１４は、情報処理装置１の利用者に対して指先又はタッチペン等を用いた操作入力を可
能にする。本実施形態における情報処理装置１は操作表示機能を有するタッチパネル１４
を用いる場合を説明するが、情報処理装置１は、表示機能を有する表示装置と操作入力機
能を有する操作入力装置とを別個有するものであってもよい。その場合、タッチパネル１
４の表示画面は表示装置の表示画面、タッチパネル１４の操作は操作入力装置の操作とし
て実施することができる。なお、タッチパネル１４は、ヘッドマウント型、メガネ型、腕
時計型のディスプレイ等の種々の形態によって実現されてもよい。
【００７２】
　通信Ｉ／Ｆ１５は、通信用のＩ／Ｆである。通信Ｉ／Ｆ１５は、例えば、無線ＬＡＮ、
有線ＬＡＮ、または赤外線等の近距離無線通信等を実行する。通信Ｉ／Ｆ１５は、例えば
、ネットワーク９を介して利用者端末２との通信を実現する。通信Ｉ／Ｆ１５は、他の情
報処理装置１との通信を実現するものであってもよい。なお、図において通信用のＩ／Ｆ
は通信Ｉ／Ｆ１５のみを図示するが、情報処理装置１は複数の通信方式においてそれぞれ
の通信用のＩ／Ｆを有するものであってもよい。
【００７３】
　次に、図３～図６を用いて、情報処理プログラムの動作を説明する。図３は、実施形態
における情報処理プログラムの第１の動作例を示すフローチャートである。以下のフロー
チャートの説明において、動作の実行主体は情報処理装置１であるものとして説明するが
、それぞれの動作は、上述した情報処理装置１の各機能部において実行することができる
。
【００７４】
　＜知的財産に関する情報の取得、判定及び記録＞
　図３は、情報処理装置１における知的財産に関する情報の取得、権利取得の可能性の判
定、および情報の記録の動作（第１の動作）を示す。図３において、情報処理装置１は、
利用者端末２からの知的財産に関する情報を取得したか否かを判断する（ステップＳ１１
）。知的財産に関する情報を取得したか否かは、情報取得部１０１が利用者端末２から入
力された知的財産に関する情報を取得したか否かで判断することができる。知的財産に関
する情報を取得していないと判断した場合（ステップＳ１１：ＮＯ）、情報処理装置１は
、ステップＳ１１の処理を繰り返し、知的財産に関する情報の取得を待機する。
【００７５】
　一方、知的財産に関する情報を取得したと判断した場合（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、
情報処理装置１は、取得された知的財産に関する情報に基づき、知的財産に係る権利取得
の可能性を判定する（ステップＳ１２）。知的財産に係る権利取得の可能性を判定は、判
定部１０２において実行することができる。権利取得の可能性の判定は、例えば、「０％
」～「１００％」の可能性として判定することができる。
【００７６】
　ステップＳ１２の処理を実行した後、情報処理装置１は、ステップＳ１２における判定
結果を、知的財産に関する情報を入力した利用者端末２に提供する（ステップＳ１３）。
判定結果の提供は、例えば、判定提供部１０３が、判定結果にも基づき表情を変化させた
キャラクターの表示データを利用者端末２に提供することにより実行する。
【００７７】
　ステップＳ１３の処理を実行した後、情報処理装置１は、取得された知的財産に関する
情報を利用者と対応付けられた利用者領域に記録する（ステップＳ１４）。知的財産に関
する情報の記録は、情報記録部１０４が実行することができる。情報記録部１０４は、ス
テップＳ１４の処理において、ステップＳ１２における判定結果を併せて記録するように
してもよい。ステップＳ１４の処理を実行した後、情報処理装置１は、図示する動作を終
了する。
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【００７８】
　＜知的財産に関する情報の提供、認証および保存記録＞
　図４は、情報処理装置１における知的財産に関する情報の提供、認証および保存記録の
動作（第２の動作）を示す。図４において、情報処理装置１は、情報処理装置１の外部（
例えば、利用者端末２）からの閲覧要求を取得したか否かを判断する（ステップＳ２１）
。閲覧要求を取得したか否かは、情報提供部１０５が閲覧要求を取得したか否かで判断す
ることができる。例えば、情報提供部１０５がＷｅｂサーバであり、利用者端末２等のＷ
ｅｂブラウザに対してＷｅｂページを提供するものである場合、閲覧要求は、Ｗｅｂペー
ジの「閲覧」ボタンをＷｅｂブラウザによって操作されることにより取得される。閲覧要
求には、利用者（認証者等を含む）を特定して、知的財産に関する情報に対するアクセス
権限を確認するログイン処理がされていることを前提とする。ログイン処理は、例えばＷ
ｅｂブラウザに対して一度ログインが成功したことを示すログイン情報をクッキー（ＨＴ
ＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）　ｃｏｏｋｉ）とし
て記録させておくことにより処理を省略してもよい。閲覧要求がないと判断した場合（ス
テップＳ２１：ＮＯ）、情報処理装置１は、ステップＳ２１の処理を繰り返し、閲覧要求
の取得を待機する。
【００７９】
　一方、閲覧要求を取得したと判断した場合（ステップＳ２１：ＹＥＳ）、情報処理装置
１は、知的財産に関する情報を提供する（ステップＳ２２）。知的財産に関する情報の提
供は、知的財産に関する情報に対するアクセス権限に応じて提供される。例えば、アクセ
ス権限が情報の閲覧のみであった場合、情報処理装置１は、知的財産に関する情報を閲覧
可能に提供する。また、アクセス権限が情報の閲覧および認証であった場合、情報処理装
置１は、知的財産に関する情報を閲覧および認証可能に提供する。また、アクセス権限が
情報に対する編集や削除等の全ての操作を許可するものであった場合、情報処理装置１は
、知的財産に関する情報を編集等可能に提供する。なお、ステップＳ２２において提供す
る情報の詳細は後述する。
【００８０】
　ステップＳ２２の処理を実行した後、情報処理装置１は、認証情報を取得したか否かを
判断する（ステップＳ２３）。認証情報を取得したか否かは、認証情報取得部１０６が認
証者の端末から認証情報を取得したか否かで判断することができる。認証情報を取得した
と判断した場合（ステップＳ２３：ＹＥＳ）、情報処理装置１は、取得した認証情報を記
録する（ステップＳ２４）。認証情報の記録は、認証情報取得部１０６が、取得した認証
情報を認証対象の知的財産に関する情報と対応付けて記録する。認証情報が対応付けられ
た認証済みの知的財産に関する情報は、分散型台帳技術を利用したデータベースに記録さ
れる。これにより、ステップＳ２４において、認証された知的財産に関する情報は、改竄
できないように保存することができる。
【００８１】
　ステップＳ２４の処理を実行した後、または認証情報を取得していないと判断した場合
（ステップＳ２３：ＮＯ）、情報処理装置１は、閲覧を終了するか否かを判断する（ステ
ップＳ２５）。閲覧を終了するか否かは、例えば、情報提供部１０５が、閲覧要求があっ
た端末との通信が切断されたか否かで判断することができる。通信の切断は、例えば、明
示的なログオフ操作、またはＨＴＴＰセッションタイムアウトが発生したか否かにおいて
判断することができる。閲覧を終了しないと判断した場合（ステップＳ２５：ＮＯ）、情
報処理装置１は、ステップＳ２３の処理に戻り、ステップＳ２３～ステップＳ２５の処理
を繰り返す。一方、閲覧を終了すると判断した場合（ステップＳ２５：ＹＥＳ）、情報処
理装置１は、図示する動作を終了する。
【００８２】
　＜知的財産に関する動向の集計＞
　図５は、情報処理装置１における知的財産に関する動向の集計の動作（第３の動作）を
示す。図５において、情報処理装置１は、情報収集の指示を受けたか否かを判断する（ス
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テップＳ３１）。情報収集の指示は、情報収集部１０８が、情報収集の指示を受けたか否
かで判断することができる。情報収集の指示は、例えば、ＩＳＭＳで規定された、記録さ
れた全ての知的財産に関する情報に対して閲覧権限を有する者によって行うことができる
。情報収集の指示を受けていないと判断した場合（ステップＳ３１：ＮＯ）、情報処理装
置１は、ステップＳ３１の処理を繰り返し、情報収集の指示を受けることを待機する。
【００８３】
　一方、情報収集の指示を受けたと判断した場合（ステップＳ３１：ＹＥＳ）、情報処理
装置１は、記録されている知的財産に関する情報を収集する。情報の収集範囲は、例えば
、情報収集の指示を行った者のＩＳＭＳにおいて規定された閲覧可能範囲としてもよい。
【００８４】
　ステップＳ３２の処理を実行した後、情報処理装置１は、知的財産に関する情報の動向
を集計する（ステップＳ３３）。動向の集計は、動向集計部１０９が、情報収集部１０８
において収集された知的財産に関する情報に基づき、知的財産に関する情報の動向を集計
することにより実行することができる。ステップＳ３３の処理においては、例えば、知的
財産に関する情報に含まれるキーワードを使用頻度の順にソートして一覧表にしてもよい
。
【００８５】
　ステップＳ３３の処理を実行した後、情報処理装置１は、ステップＳ３３の処理におけ
る集計結果を提供する（ステップＳ３４）。集計結果の提供は、例えば、閲覧権限を有す
る利用者に対して、Ｗｅｂページを閲覧可能にすることにより実行する。ステップＳ３４
の処理を実行した後、情報処理装置１は、図示する動作を終了する。
【００８６】
　＜審査結果の機械学習＞
　図６は、情報処理装置１における審査結果の機械学習の動作（第４の動作）を示す。図
６において、情報処理装置１は、審査結果の取得指示がされたか否かを判断する（ステッ
プＳ４１）。審査結果の取得指示がされたか否かは、審査結果取得部１１０が、審査結果
の取得指示を受けたか否かで判断することができる。審査結果の取得指示は、例えば、所
定の時間毎（例えば、１週間に一度）に自動的に行うものであってもよい。審査結果の取
得指示がされていないと判断した場合（ステップＳ４１：ＮＯ）、情報処理装置１は、ス
テップＳ４１の処理を繰り返し、審査結果の取得指示がされるのを待機する。
【００８７】
　一方、審査結果の取得指示がされたと判断した場合（ステップＳ４１：ＹＥＳ）、情報
処理装置１は、審査結果を取得する（ステップＳ４２）。審査結果の取得は、例えば、審
査結果取得部１１０が、各国の特許庁が公開している審査経過および公報のデータをダウ
ンロードすることにより実行することができる。審査経過には、特許協力条約に基づく国
際出願に関する審査結果等、国際的に公開されている情報を含んでいてもよい。
【００８８】
　ステップＳ４２の処理を実行した後、情報処理装置１は、取得された審査結果を機械学
習する（ステップＳ４３）。審査結果の機械学習は、判定部１０２が、ステップＳ４２に
おいて取得された審査結果を機械学習することにより実行することができる。機械学習に
よる学習結果は、ステップＳ１２の処理において利用することができる。ステップＳ４３
の処理を実行した後、情報処理装置１は、図示する動作を終了する。
【００８９】
　なお、フローチャートで図示した処理の実行順序は、図示したものに限定されない。例
えば、ステップＳ１３の処理とステップＳ１４の処理は、実行順序を逆にしてもよい。
【００９０】
　次に、図７を用いて、情報処理装置１から提供される情報を説明する。図７は、実施形
態における情報処理装置から提供される情報の一例を示す図である。図７は、提供される
情報（提供情報）を表形式で図示したものである。
【００９１】
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　図７において、提供情報には、「登録日」、「プロジェクト番号」、「表題」、「目的
」、「氏名」、「所属」、「実験記録」、「発明内容」、「サイン」、「判定結果」、「
補正情報」、および「再判定結果」のデータ項目を含む。図示する表の１行は、１回の入
力において記録された知的財産に関する情報を示している。情報処理装置１から提供され
る提供情報は、利用者端末２から取得されて記録された知的財産に関する情報に基づき閲
覧可能に提供される情報である。
【００９２】
　「登録日」は、知的財産に関する情報が入力されて記録された日時である。なお、一度
記録された情報が編集された場合、登録日は最後に編集された日時としてもよい。また、
知的財産に関する情報が複数回数の入力において記録された場合、登録日は、最後に情報
が記録された日時としてもよい。登録日は、知的財産が創作された日時として証明可能な
日時である。
【００９３】
　「プロジェクト番号」、「表題」、「目的」、「氏名」、「所属」および「実験記録」
は、情報処理装置１をラボノートとして機能させるための要件である。「プロジェクト番
号」は、研究開発組織において一意に付与されたプロジェクトの番号である。「表題」は
、プロジェクトの表題である。「目的」は、プロジェクトの目的である。「氏名」は、プ
ロジェクトにおいて知的財産を創作した技術者の氏名である。なお、プロジェクトに複数
の技術者が共同して関与する場合、氏名には共同した技術者の氏名を含ませてもよい。「
所属」は、技術者の所属である。「実験記録」は、実験の詳細を示す情報である。実験の
詳細とは、例えば、実験日、実験条件、仕様材料、使用器具、実験データ等である。
【００９４】
　「発明内容」は、技術者によって創作された発明の内容を示す情報である。発明内容は
、利用者端末２から入力されて取得される。発明内容は、例えば、文言、化学式、計算式
等によって表現することができる。発明内容を文言で表現する場合、発明内容は、特許請
求の範囲に記載するような文言、自然言語、またはキーワードの羅列等である。例えば、
発明内容「Ａ」は、特定の特徴を有する材料であったとする。発明内容「ａ１」は、材料
Ａを下位概念で把握した材料である。発明内容「ａ１＋Ｂ」は、材料ａ１と材料Ｂを混合
した材料である。発明内容「Ｃ＋Ｄ」は、機能Ｃと機能Ｄを含むソフトウェアプログラム
であったとする。発明内容「Ｃ＋ｄ１」は、機能Ｃと、機能Ｄを下位概念で把握した機能
ｄ１とを含むソフトウェアプログラムである。
【００９５】
　「サイン」は、認証者による認証情報である。認証者は、例えば、それぞれのプロジェ
クトにおいて成果を認証することができる権限を有する者である。サインは、記録された
それぞれの知的財産に関する情報に対して認証した日時とともに記録される。例えば、図
において、２０１８年３月５日～３月１２日は、サインが記録されており、２０１８年３
月１３日～３月１４日は、サインが記録されていないことを示している。登録日から所定
の日数が経過してもサインが入力されていない場合、情報処理装置１は認証者に対してア
ラートを通知するようにしてもよい。
【００９６】
　「判定結果」は、入力された発明内容に対する権利取得の可能性を示したものである。
「補正情報」は、例えば、判定結果が８０％に満たない場合に、情報処理装置１において
提案される発明内容の補正情報である。例えば、発明内容「Ａ」における判定結果が３０
％であった場合、情報処理装置１は、材料Ａと関連し、権利化の確率が高い材料Ｈを混合
することを意味する補正情報「＋Ｈ」を提案している。材料Ｈの補正情報は、上述のよう
に機械学習の学習結果等に基づき生成されて提案される。また、発明内容「ａ１」におけ
る判定結果が４０％であった場合、情報処理装置１は、材料ａ１と関連し、権利化の確率
が高い材料Ｊを混合することを意味する補正情報「＋Ｊ」を提案している。一方、発明内
容「ａ１＋Ｂ」における判定結果が９０％であった場合、情報処理装置１は、補正情報を
提案していない。
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【００９７】
　「再判定結果」は、補正情報を考慮した、権利取得の可能性の再判定結果である。例え
ば、発明内容「Ａ＋Ｈ」における権利取得の可能性の再判定結果は５０％であり、発明内
容「Ａ」における権利取得の可能性の３０％から２０％向上している。
【００９８】
　なお、情報提供部１０５は、図７で示した表形式において表示データを提供してもよく
、また、それぞれのデータ項目を所定の配置位置に表示するＷｅｂページ等において表示
データを提供してもよい。また、図７において１行で表示されている知的財産に関する情
報を１件１ページにおいて表示する表示データを提供してもよい。
【００９９】
　次に、図８を用いて、情報処理装置１におけるシステム構成を説明する。図８は、実施
形態における情報処理装置１を用いたシステム構成の一例を示す図である。図８において
、情報処理装置１は、データ分析サーバ１２１、検索サーバ１２２、および企業サーバ１
２３のサーバを有する。
【０１００】
　データ分析サーバ１２１は、情報処理装置１における分析基盤として機能する。データ
分析サーバ１２１は、特許庁として例示するＵＳＰＴＯ（Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　
Ｐａｔｅｎｔ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅｍａｒｋ　Ｏｆｆｉｃｅ）から知財データをダウンロ
ードする。データ分析サーバ１２１は、ダウンロードした知財データの文章の構造を解析
し、解析結果をデータベース登録する。知財データとは、例えば、ＵＳＰＴＯが発行した
特許公報（公開公報を含む）である。データ分析サーバ１２１は、データベース登録した
解析結果に基づき、文章の特徴量を抽出する。
【０１０１】
　検索サーバ１２２は、情報処理装置１におけるメインＡＩとして機能する。検索サーバ
１２２は、利用者端末２として例示するフロントエンド２ａにおいて入力された発明文書
（例えば、アイデアシート）を取得して、発明の特徴量を抽出する。フロントエンド２ａ
は、例えば、利用者端末２である。発明文書には、特許請求範囲（クレーム）に相当する
内容が記載されているものとする。検索サーバ１２２は、発明文書を構成要素に分解し、
構成要素毎に特徴量を抽出する。検索サーバ１２２は、抽出した特徴量に基づき、データ
分析サーバ１２１を検索するための検索クエリを構築する。検索クエリによる検索は、特
徴量から推定される特定の特許分類において実行される。検索サーバ１２２は、データ分
析サーバ１２１に対して検索クエリを送信する。データ分析サーバ１２１は、検索クエリ
に基づき、データ分析サーバ１２１に登録された特定の特許分類における知財データを参
照して、類似文献を検索する。データ分析サーバ１２１は、検索した類似文献を検索サー
バ１２２に対して提供する。以上の処理は、例えば情報取得部１０１において実行するこ
とができる。なお、検索クエリには、検索サーバ１２２に提供する類似文献の最大数を設
定できるようにしてもよい。提供する類似文献の数が多い場合、検索サーバ１２２におい
て判定の対象となる文献数が増えるため検索精度が向上する一方、処理に要する時間が掛
かってしまう場合がある。類似文献の最大数を設定することにより、検索精度と処理時間
のバランスを考慮することが可能となる。
【０１０２】
　検索サーバ１２２は、抽出した発明の特徴量とデータ分析サーバ１２１から取得した類
似文献を比較することにより、拒絶判定の審査を行う。拒絶判定の査定は、発明文書にお
ける構成要件毎に、類似文献との比較において実行される。検索サーバ１２２は、拒絶判
定の判定結果として、構成要件毎の権利取得の可能性を通知するための判定通知を作成す
る。判定通知の作成は、例えば、判定提供部１０３において実施することができる。また
、検索サーバ１２２は、判定結果に基づきクレーム補完を作成する。クレーム補完とは、
発明の構成要件を補正することによりクレームを補完するものである。クレーム補完は、
例えば、補正情報生成部１１１において実施することができる。また、検索サーバ１２２
は、クレームと類似文献におけるクレームとの抵触回避を推定するものであってもよい。
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抵触回避は、クレームの同一範囲を避ける補正を生成することにより実行することができ
る。
【０１０３】
　検索サーバ１２２は、データ分析サーバ１２１またはフロントエンド２ａから取得した
情報（例えば、発明の検索のログ情報または発明資料等）、または検索サーバ１２２で生
成した情報を企業サーバ１２３に記録する。情報の記録は、例えば、情報記録部１０４に
おいて実施することができる。企業サーバ１２３に記録された情報は、例えば情報収集部
１０８において収集されて、動向集計部１０９において集計される。また、補正情報生成
部１１１において補正情報の生成に利用されてもよい。
【０１０４】
　検索サーバ１２２は、生成した判定結果、クレーム補完または抵触回避推定の情報をフ
ロントエンド２ａに出力する。これらの情報の出力は、例えば、判定提供部１０３におい
て実施することができる。また、検索サーバ１２２は、企業サーバ１２３に記録された情
報をフロントエンド２ａに出力するようにしてもよい。企業サーバ１２３に記録された情
報の出力は、例えば、情報提供部１０５において実施することができる。
【０１０５】
　なお、図８は、情報処理装置１を用いたシステム構成の一例を示したものであり、情報
処理装置１を用いたシステム構成を限定するものではない。例えば、データ分析サーバ１
２１、検索サーバ１２２、または企業サーバ１２３の機能の全部または一部をクラウドサ
ーバにおいて実現するシステム構成を実施してもよい。
【０１０６】
　次に、図９～図１１を用いて、情報処理装置１から提供されて利用者端末２に表示され
るＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を説明する。図９～図１１は、実施形態におけ
る情報処理装置１から提供されるＵＩの一例を示す図である。
【０１０７】
　図９は、情報処理装置１から提供される発明入力用のＵＩである。図９において、利用
者端末２の表示画面２００には、サムライのキャラクターであるＩＰサムライ２０１が表
示される。ＩＰサムライ２０１は、静止画または動画において表示され、利用者と対話形
式において発明を審査し、また発明の補正をアドバイスする。表示画面２００は、発明入
力部２０２を有する。利用者は、発明入力部に発明のクレームを入力することができる。
利用者は、クレームを入力した後、ルーペマークをクリックして審査を実行させる。
【０１０８】
　図１０は、情報処理装置１の処理状況を示すＵＩである。図１０において、表示画面２
００には、判定中（考え中）の表情を示すＩＰサムライ２０１が表示される。また、表示
画面２００のコメント欄２０３には、ＩＰサムライ２０１からのコメントが表示される。
コメント欄２０３には、例えば、入力された発明の解析等に問題がある場合に不具合の内
容を示すコメントが表示されてもよい。
【０１０９】
　また、表示画面２００の進行状況表示欄２０４には、判定の進行状況が表示される。判
定の進捗状況は、例えば、「発明の特許分類の特定」、「類似文献の検索」および「判定
」の３段階の進捗状況で表示される。
【０１１０】
　図１１は、情報処理装置１から提供される発明の判定結果通知用のＵＩである。図１１
において、利用者端末２の表示画面２００には、権利取得の可能性を「Ｂ」ランクと判定
したＩＰサムライ２０１が表示されている。判定結果のランクは、例えば、権利取得の可
能性が高い方から、Ｓランク、Ａランク、ＢランクおよびＣランク等とすることができる
。ＩＰサムライ２０１は、判定結果のランクに応じて表情を変化させてもよい。
【０１１１】
　また、表示画面２００の、判定表２０５には、発明の構成要件毎の一致度が表示される
。一致度とは、例えば、抽出された発明の特徴量が類似文献（先行技術文献）にどれくら
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い含まれているかを示す数値（％）であり、数値が高いほど構成要件が先行技術文献に開
示されていることを示している。構成要件毎の一致度は、先行技術文献毎に比較されて一
致度が算出される。判定表２０５の第１列目には、分解された発明の構成要件が表示され
る。第２列目～第４列目は、それぞれの先行技術文献に対する一致度が表示される。
【０１１２】
　特徴量が抽出された発明の権利取得の可能性は、例えば、主引例の選定、発明と主引例
との一致点と相違点の認定、相違点が記載された副引例の選定、権利取得可能性の判定の
ステップで実施することができる。例えば、主引例は、それぞれの発明の構成要件の一致
率の平均が一番高い先行技術文献を選定する。発明と主引例との一致点と相違点の認定は
、発明の各構成要件の一致率が、それぞれ所定値以上であるか否かで判断することができ
る。また、副引例は、主引例で一致率が低い構成要件について、一致率が高い先行技術文
献を選定することができる。権利取得可能性は、主引例に係る構成要件と副引例に係る構
成要件の一致率の平均が所定値以上であるか否かで判断することができる。判定表２０５
には、先行技術文献における主引例と副引例の表示、ならびに主引例に係る構成要件およ
び副引例に係る構成要件の表示を含んでいてもよい。
【０１１３】
　なお、上述した実施例においては、知的財産が発明である場合について主に説明したが
、例えば、権利取得の可能性において、意匠登録または商標登録の可能性について判定す
るものであってもよい。
【０１１４】
　なお、本実施形態で説明した装置を構成する機能を実現するためのプログラムを、コン
ピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当該記録媒体に記録されたプログラムをコ
ンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより、本実施形態の上述した種々の処
理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等
のハードウェアを含むものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷ
システムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境（あるいは表示環境）も含
むものとする。また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディ
スク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、
ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶
装置のことをいう。
【０１１５】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ））のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格
納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波に
より他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝
送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信
線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、
前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコン
ピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組合せで実現するもの、いわゆ
る差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【０１１６】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１１７】
　１　　　情報処理装置
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　１０１　情報取得部
　１０２　判定部
　１０３　判定提供部
　１０４　情報記録部
　１０５　情報提供部
　１０６　認証情報取得部
　１０７　証明情報提供部
　１０８　情報収集部
　１０９　動向集計部
　１１０　審査結果取得部
　１１１　補正情報生成部
　１１２　価値評価部
　２　　　利用者端末
　９　　　ネットワーク
　１１　　ＣＰＵ
　１２　　ＲＡＭ
　１３　　ＲＯＭ
　１４　　タッチパネル
　１５　　通信Ｉ／Ｆ

【図１】 【図２】

【図３】
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